
川崎市内各消防署の管轄区域 

名称 管轄区域 

臨港消防署 

川崎区のうち次の区域 

浅野町、池上新町１～３丁目、池上町、大川町、扇島、扇町、

鋼管通２～５丁目、桜本１・２丁目、白石町、田辺新田、浜町

１～４丁目、水江町、南渡田町、四谷上町、四谷下町、浮島町、

東扇島、塩浜１～４丁目、千鳥町、日ノ出１・２丁目、夜光１

～３丁目、江川１・２丁目、小島町、昭和１・２丁目、大師河

原、大師河原１・２丁目、田町１～３丁目、出来野、殿町１～

３丁目、東門前１～３丁目、伊勢町、川中島１・２丁目、観音

１・２丁目、大師駅前１・２丁目、大師公園、大師町、大師本

町、台町、中瀬１～３丁目、藤崎１～４丁目 

川崎消防署 川崎区のうち臨港消防署の管轄区域を除く区域 

幸消防署 幸区の区域 

中原消防署 中原区の区域 

高津消防署 高津区の区域 

宮前消防署 宮前区の区域 

多摩消防署 多摩区の区域 

麻生消防署 麻生区の区域 


